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弊社の運輸安全マネジメント
～ 「安全なくして経営無し」 ～

２０１７年４月１日

ゲイソー･ロジスティクス株式会社

代表取締役社長 古川浩延
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Ｉ. 経営トップのコミットメント並びに責務

 社長は、【安全】を事業活動の最重要項目と認識し、

その確保に最終的責任を有することを確認する。

 社長は、安全の確保の為、次に掲げる項目に付き
コミットする。即ち、
 法令遵守と安全最優先の原則を徹底する

 安全方針並びに重点施策･計画について明確にする

 安全確保の為の体制・インフラを確立し、実施を確実にする

 重大事故発生時の適切な対応を確実にする

 安全マネジメントの実施状況について常時見直しをし、
必要な改善を反映していく

 以上について情報管理を確実にする
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安 全 宣 言

1. 安全は、最大の顧客満足である。

2. 安全は、業務の基本動作である。

3. 安全は、重要な経営資源である。

ＩＩ. 安全活動方針

1. 安全の確保が事業活動の根幹であるという認識を全社で共有する

2. 安全活動についてＰＤＣＡサイクルを確実に実施し、対策を不断に

見直すことで絶えず安全性の向上に努める

3. 安全について積極的に情報公開に努める
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ＩＩＩ. ２０１７年度 安全活動の目標並びに重点施策

１. 自責重大事故“ゼロ”の達成

２. 製品汚破損低減への取組強化

３. コンプライアンスの協働推進
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１. 自責重大事故“ゼロ”の達成

重点項目

① 飲酒運転の撲滅

② 労災事故“ゼロ”

③ 燃料オイル漏れ事故“ゼロ”

④ ウイング開放走行事故“ゼロ”
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①業務の基本動作徹底

②自社・傭車問わず実輸送乗務員への周知徹底

①声出し・声掛け、指差呼称の徹底

②連携作業時の声掛け合図の実施

③荷台作業ルールの徹底

・現状把握の上、必要な再発防止策の構築と見直し

→ パトロール・勉強会・安全会議等の実施としくみ強化

１．安全教育の更なる強化

２．作業現場での実行徹底

３．現場チェックと改善実施

２０１７年度活動方針 １．自責重大事故“ゼロ”の達成

“ゼロ達成の為の具体的方策”
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① 業務の基本動作の徹底
ｱ．法令の遵守（企業コンプライアンスの推進）

◆交通規則の徹底

・制限速度遵守等、交通ルール並びに安全確認徹底の再指導

◆運行管理の徹底

・飲酒運転・隠蔽等、事件“ゼロ”に向けた再指導の実施

・整備・点検に基づく車輌管理の徹底

・過労運転・過積載等、防止に向けた社内体制（仕組み）の再確認

ｲ．独自ルールの遵守
◆走行速度の徹底

・高速道：80km/h以下 一般道：制限速度以内（60km/h以下）

◆養生の徹底

・緩衝材・コンパネ・ラッシングベルト等の配備状況の事前確認の徹底

・適正な養生方法の指導徹底

◆安全確認の徹底

・作業内容確認時における指差呼称確認徹底

・連携作業時における声だし合図確認徹底

・荷台作業での危険行為の撲滅

１. 安全教育の更なる強化

２０１７年度活動方針 １．自責重大事故“ゼロ”の達成
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・始業時における事前点検（人・車輌）

・各作業時におけるルール・手順

・輸配送時の安全走行

・終業時における業務内容確認と事故防止確認

② 自社・傭車問わず実輸送乗務員への周知徹底

１. 安全教育の更なる強化

２０１７年度活動方針 １．自責重大事故“ゼロ”の達成
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２. 作業現場での実行徹底

① 指差呼称の徹底
・ タイヤ止め確認

・ 養生状況確認

・ ウィング閉め忘れ確認（車輌ひとまわり活動にて）

・ キャッチ閉め忘れ確認（車輌ひとまわり活動にて）

・ 燃料オイル漏れ確認

・ フォーク作業時の走行前確認

② 連携作業時の声かけ合図の実施
・ フォークマンとドライバー間での声出し、声掛け確認
－ 積込み・荷卸し時

２０１７年度活動方針 １．自責重大事故“ゼロ”の達成

③ 荷台作業ルールの徹底
・ 荷台での危険行為に対してフォークマンも含め指導、

注意し安全作業の徹底に努める
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３. 現場チェックと改善実施

会社構内、輸配送中、工場・配送センター内、得意先内の

定期・抜き打ちパトロール、添乗研修、
傭車先パトロール、実輸送乗務員ミーティング 等々

実態確認による改善指導を

自社・傭車問わず実輸送乗務員に徹底していく

２０１７年度活動方針 １．自責重大事故“ゼロ”の達成
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２. 製品汚破損低減達成への取組強化

【数値目標】

輸 送 ・・・ 昨年実績の半減を目標とする

倉 庫 ・・・ 昨年実績の半減を目標とする
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① 決められた養生ルールの徹底

低減に向けた強化取組み事項

② フォークリフト作業のスキル向上

２０１７年度活動方針 ２．汚破損低減の強化
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① 決められた養生ルールの徹底

ｱ．養生資材の事前配備
・緩衝材・コンパネ・ラッシング・ストレッチ等の標準配備の徹底
・車輌配車時における配備状況の事前確認の徹底

ｲ．適正養生の実施
・事前指導に必要な実輸送乗務員までの連絡体制の整備
・適正養生方法の再指導の実施 「養生 ヨシ！」
・フォークとの連携作業時における「声だし、声掛け合図」の徹底

ｳ．養生実施状況の確認
・養生実施時における作業状況確認と改善取組み

事前配備・実施方法・状況確認を
確実に実輸送乗務員まで周知徹底していく

２０１７年度活動方針 ２．汚破損低減の強化
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② フォークリフト作業スキルの向上

ｱ．フォーク技能レベルアップを目指す
・フォーク作業時での基本動作の徹底
・走行時における作業ルールの徹底
・ツメ操作時の作業ルールの徹底
・各拠点・得意先等、作業現場の作業ルールの周知

ｲ．作業時安全確認の徹底
・ツメ操作時の挿入位置確認の徹底 「ツメ ヨシ！」
・荷姿確認の徹底 「荷姿、ヨシ！」
・走行前安全確認の徹底 「左右 ヨシ！」 「後方 ヨシ！」
・積込・積卸時の連携作業における「声だし合図」の徹底

２０１７年度活動方針 ２．汚破損低減の強化
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３. コンプライアンスの協働推進

① 外部認証のさらなる取得推進

② 法令に遵守した物流活動の推進
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① 外部認証の更なる取得推進

ｱ．安全性優良事業所認定（Gマーク）

・認証維持継続の実施に伴う安全品質の向上

・固定傭車先へ認証推奨並びに認証支援の実施

ｲ．環境関連認証の推進継続

・「グリーン経営認証」(倉庫事業・トラック運送事業)

・「エコステージ」 等々

認証取得の推進と認証維持継続を実施していく

２０１７年度活動方針 ３. コンプライアンスの協働推進
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ｱ．飲酒運転・過積載の防止

実輸送レベルでの各社対策内容の構築と確認実施

・ 飲酒運転防止教育の実施状況確認

・ 過積載防止に向けた仕組み確認

ｲ．環境規制適合車輌への代替推進
規制適合時における車輌管理（代替・廃車等）の適正対応による

配送業務に支障なき管理状況を逐次確認

↓

現在の車輌台帳に規制適合時での計画を追記し、

計画に伴う実施状況を逐次確認していく

ｳ．運輸安全マネジメント制度への対応
法対象保有台数に関係なく、制度運用を実施していく

２０１７年度活動方針 ３. コンプライアンスの協働推進

② 法令に遵守した物流活動の推進
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ＩＶ. 安全推進体制の概要

 別途定める安全管理規程に基づき、社長が安全活動の

最終的な責任を追うことを明確にする

 同時に次に掲げる者を選任し､責任ある体制を構築し、

安全確保の為の企業統治を的確に行う

安全統括管理者

運行管理者

整備管理者

その他必要な責任者

 安全推進の為の具体的組織図を次項に掲げる
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ｹﾞｲｿｰ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱安全推進委員会 組織図

運行管理者

安全統括管理者 ・ 安全推進委員長
物流統括部 部長

業務課統括（倉庫拠点長）
物流統括部業務課 課長

安全統括最高責任者 代表取締役社長

運送課統括（車輌拠点長）
物流統括部運送課 課長

車輌整備管理者

安全推進対策グループ （５グループ）

安全推進事務局 事務局
物流統括部営業推進課 課長
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Ｖ. 情報伝達ならびにコミュニケーションの確保

下記の通り安全の確保について情報共有並びに意思疎通の機会を設ける

 社内

朝礼 毎朝

社内安全会議 月一回

グループミーティング 月一回、週一回

 輸配送協力会社

協力会社巡回ならびに安全教育記録取得

年二回グループ全体安全会議を開催

 対外的には会社のホームページ等の場を活用し、安全管理規定や

具体的安全取組内容について積極的に公表する
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ＶＩ. 事故発生時の対応ならびに情報開示について

□ 事故や災害等に関する報告連絡体制を別途定め、

事実関係、具体的対応ならびに再発防止策について、

速やかに安全統括管理者及び経営トップに伝達される

ように努める

□ 事故・災害報告の方法については予め様式を定め、

発生日時、場所、天候条件、事故内容、原因等々

必要な情報が確実に把握され、事実関係が正確・

迅速に伝達される状態を確保する
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ＶＩＩ. 安全マネジメントの為の教育･訓練

安全活動計画に沿って、前述の安全教育内容について、

安全推進委員･乗務員･倉庫作業者の全関係者に対し、

 朝礼

 月例の社内安全会議

 月次・週次のグループミーティング

 傭車先も含めた年二回のグループ全体安全会議

 傭車先からの安全教育記録取得

 年数回の安全取組キャンペーン

 定期・不定期構内巡回チェック

等あらゆる場を活用し組織全体に浸透するよう努める
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ＶＩＩＩ. 内部監査及び業務の見直しと継続的改善

安全マネジメント態勢が適切に確立され、実施･維持され機能している

ことを確認する為、経営トップは安全統括管理者を実施責任者とし、

少なくとも年一度内部監査を実施する

重大事故や災害の発生時、あるいは同種の事故が繰り返し発生する

といった事態の場合には、恒例のものとは別に緊急対応として安全活動

の内部監査を実施する

前述の内部監査の結果について、安全統括管理者は速やかに

経営トップに報告し、必要な措置について実施する

当該内部監査結果を踏まえ、不断に業務を見直し、継続的に更に

高度な安全確保の為に必要な措置を講じる
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ＩＸ. 安全マネジメントの為の記録管理及び情報公開

別途定める安全管理規程第十七条に沿って下記記録に
ついて維持管理し、必要に応じて情報の公開を行う。
即ち、

 安全活動に関する基本方針

 目標及びその達成状況

 安全活動の組織体制、指揮命令系統

 安全活動に関する重点施策、教育･研修も含む計画等

 事故、災害等に関する報告連絡体制、事故統計

 安全統括管理者の指示

 安全管理規程

 内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
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安全活動における基本原則

１. 法定速度遵守と防衛運転の実施

２. 正しい養生の徹底と３急運転禁止

３. アイドリングストップとタイヤ止めの完全実施

４. ヘルメット・安全靴・安全ベストの完全着用と
５Ｓの徹底

５. 合図・指差呼称の励行と安全確認の徹底
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ＸＩ. 終わりに

当社は、２００７年に国が推奨する形での運輸安全

マネジメント制度を導入して以来、事業としての

競争力維持、お客様へのサービス品質向上、

そして企業としての社会的責任を果たすという

三つの点において、安全は欠かすことのできない

重要な経営資源との認識に立っています。

「安全なくして経営無し」を肝に銘じ、今後とも事業の

一層の発展と社会貢献に努めて参ります。


